
 
 

 
●国際調査機関として日本国特許庁(ISA/JP)を選択している場合の画面 

 
 
注 1：先の調査の結果を考慮することを請求する場合は、「国名（又は広域官庁名）」、「日

付」、「出願番号」をご入力ください。 
なお、項目 1.1 を使用した場合の調査手数料の払戻しの要件等については、「PCT 出

願人の手引」（http://www.wipo.int/pct/en/appguide/）の各官庁の国際調査機関の欄（附

属書Ｄ）をご参照ください。 
 
注 2：国際調査機関として日本国特許庁(ISA/JP)を選択している場合、「1.先の調査の結果

の利用請求（規則 4.12）」、「2.先の調査及び分類の結果の受理官庁による国際調査機関

への送付」の項目は入力不要です。このため、これらの項目については入力も出来ませ

ん。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オンラインによる出願の場合の注意事項 

注 1 

注 2 



●国際調査機関として欧州特許庁 (ISA/EP)を選択している場合の画面 

 
 
注 1：「1.先の調査の結果の利用請求」のとおり、先の調査の結果を考慮することを請求す

る場合は、「国名（又は広域官庁名）」、「日付」、「出願番号」をご入力ください。 
なお、項目 1.1 を使用した場合の調査手数料の払戻しの要件等については、「PCT 出

願人の手引」（http://www.wipo.int/pct/en/appguide/）の各官庁の国際調査機関の欄（附

属書Ｄ）をご参照ください。 
 

また、優先権主張している出願について「先の調査及び分類の結果の受理官庁による

国際調査機関への送付」を希望する場合においても、注１の項目に送付を希望する優先

権主張している出願の「国名（又は広域官庁名）」、「日付」、「出願番号」をご入力くだ

さい（詳細は注 3 をご参照ください）。 
 
注 2－1：先の調査の結果等が J-PlatPat 等で公開されている場合は、「書類が ISA が認める形

式及び方法で、入手可能であるため、出願人が RO 又は ISA に書類を提出することを要求

されない」のチェックボックスのチェック及び、その直下にある書類（先の調査結果の写し、

先の出願の写し等）のチェックボックス中、公開されている書類のチェックボックスをチェ

ックしてください。 
 

注 2－2：先の調査の結果の写しを国際調査機関に送付することを希望し且つ、以下の全ての条

件に該当する場合にのみ、「出願人は、受理官庁に対し、先の調査の結果の写しを作成して

国際調査機関へ送付することを請求する」のチェックボックスをチェックしてください。 
 

・先の調査の結果が日本国特許庁で作成されている。 

注 1 

注 2－1 

注 2－2 

注 3 



・先の調査の結果が J-PlatPat 等で公開されていない。 
 

なお、こちらにチェックを入れた場合は、先の調査の結果の写しの送付請求にかかる手数料 
として別途 1,700 円が必要となります。 

 
注 3：「1.先の調査の結果の利用請求」を行わない（前述の注 2－1 又は注 2－2 に該当しな

い）ものの、優先権主張している出願の調査及び分類の結果を国際調査機関へ送付する

ことを希望するときに使用します。その場合、注１の項目に、送付を希望する優先権主

張している出願の「国名（又は広域官庁名）」、「日付」、「出願番号」もご入力ください。

なお、優先権主張している出願について、調査結果が作成されている必要があります。

また、国内出願の場合は、特許査定又は拒絶理由通知が発送済み、国際出願の場合は、

国際調査報告書が発送済みである必要があります。 
 

さらに、送付を希望する出願が国内出願の場合、「出願人は、受理官庁が先の調査及

び分類の結果を国際調査機関へ送付することを承諾」のチェックボックス、送付を希望

する出願が国際出願の場合、「出願人は、受理官庁が先の国際調査及び分類の結果を国

際調査機関へ送付することを承諾」のチェックボックスをチェックします。 
 

なお、注 3 により先の調査及び分類の結果を国際調査機関へ送付しても調査手数料の一

部返還の対象になりませんのでご注意ください。 
 
 

●国際調査機関としてインド特許庁(ISA/IN) 又はシンガポール知的財産庁(ISA/SG)を選

択する場合は、受理官庁までお問い合わせください。 
 

特許庁 国際出願室 受理官庁 問い合わせ先 
電話：03-3581-1101 内線 2643 （開庁日の 9:00～18:00） 
Email：PA1A31@jpo.go.jp 

 


